
第３章 変更届出 

 

1）登録事業所確認 

2）変更届出の情報の入力 

3）届出完了（受領証確認） 

 ○変更届出の手順 

4）使用届出の変更処理 

（変更届出） 



1． 変更届出 
1) 登録事業所確認 

① メニューの「1-1．排出量等届出」をクリックします。 

② 登録済の事業所一覧が表示されます。 

「変更作成」ボタンをクリックすると届出内容入力画面が表示されます。

 



2) 変更届出の情報の入力 

① 変更届出書を確認し、必要であれば修正を行います。 

Ａ.変更届出書の情報は、提出日時点の情報を入力します。 

本紙の変更は第２章 2．2）本紙入力、別紙の変更は第２章 2．3）別紙入力を参照してく

ださい。 

Ｂ.「変更内容」と「その理由」を必ず入力してください。 

Ｃ.「元に戻す」ボタンをクリックすると、最初に表示した内容に戻ります。 

Ｄ.届出ファイルを利用して変更届出が作成できます。ファイル指定を行い、「読込」ボタンを

クリックしてください。詳しくは第２章 2．5)届出書の保存（読込）や印刷③を参照してくだ
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さい。 

Ｅ.変更箇所及び「変更内容」と「その理由」を入力後に、「入力内容確認画面へ」ボタンをク

リックします。 

Ｆ.一時保存する場合は、「一時保存」ボタンをクリックして、事業所一覧画面へ戻ります。変

更内容は、そのまま保存されます。第２章 2．5）届出書の保存（読込）や印刷を参照して

ください。 

Ｇ．システムを操作している実際の年度が２０２４年度以降は、担当者欄に「電子メールアド

レス」（最大２件入力可能）項目が入力項目として表示されます。任意入力となります。 

② 「入力内容確認画面へ」ボタンをクリック後、変更内容に不備がある場合、画面遷移せず

に、本紙入力画面上部にエラーメッセージが表示されます。 

不備のある項目の入力欄がピンク色に表示されます。エラーメッセージを参考に届出内

容を修正してください。

 



③ 届出先が間違っている可能性のある時、又は別紙の排出量・移動量が間違っている可能

性のある時に、排出量等届出（確認事項）画面が表示されます。 

Ａ.「問題なし」ボタンで届出は可能ですが、都道府県等から問い合わせの可能性がありま

す。確認事項に応じて届出先大臣、別紙の排出量・移動量の変更を行う、又は変更なし

の場合は、その理由を確認事項へのコメント欄へ必ず入力してください。 

※法人番号が未入力の場合は、コメント欄の入力が必須となります。それ以外の確認

事項へのコメントは任意となります。 

Ｂ.変更する場合は、「画面上で修正」ボタンのクリックで届出内容入力画面に戻ります。 

Ｃ.後で修正する場合は、「一時保存」ボタンをクリックして、事業所一覧画面に戻ります。 
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3) 届出完了（受領証確認） 

① 入力に問題がなければ、当画面が表示されます。 

② 入力内容の修正が必要な場合は、「入力画面に戻る」ボタンをクリックすると、前画面に戻

り、修正ができます。 

「この内容で提出する」ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。

③ 「ＯＫ」ボタンをクリックすると、都道府県等で変更届出が受付されます。 

 

 

 

ＯＫボタン ： 

下記の届出完了画面が表示されます。 

キャンセルボタン： 

届出内容確認画面へ戻ります。 



④ 変更届出（完了）画面の「一覧へ」ボタンをクリックすると、事業所一覧画面へ戻ります。 

 

 

⑤ 事業所一覧では処理状況が「届出済」となります。変更届出、取下げ願いは、随時、作

成できます。 

提出した届出は、都道府県等からの通知を待ちます。「ＰＲＴＲ届出システム」をログアウ

トしてください。 

また、事業所一覧の見方は、第２章 2．4）届出完了（受領証確認）を参照してください。

 



4) 使用届出の変更処理（変更届出） 

登録情報に変更が発生した場合には、使用届出の変更処理（変更届出）を行ってください。 

「操作マニュアル 事業者版（使用届出）」を参照してください。 


